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 平成２５年 第３回（定例）須 恵 町 議 会 会 議 録（第３日） 

平成２５年９月１９日（曜日） 

 
議事日程（第３号） 

平成２５年９月１９日 午前１０時００分開議 

 
日程第 １ 議案第４２号 平成２４年度須恵町一般会計歳入歳出決算の認定について 

日程第 ２ 議案第４３号 平成２４年度須恵町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定に 

ついて 

日程第 ３ 議案第４４号 平成２４年度須恵町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定に 

ついて 

日程第 ４ 議案第４５号 平成２４年度須恵町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定に 

ついて 

日程第 ５ 議案第４６号 平成２４年度須恵町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定に 

ついて 

日程第 ６ 議案第４７号 平成２４年度須恵町水道事業会計歳入歳出決算の認定について 

日程第 ７ 議案第４８号 須恵町税条例の一部を改正する条例 

日程第 ８ 議案第４９号 須恵町国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

日程第 ９ 議案第５０号 須恵町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例 

日程第１０ 議案第５１号 須恵町住民生活に光をそそぐ基金条例を廃止する条例の制定について 

日程第１１ 議案第５２号 須恵町監査委員の選任について 

日程第１２ 議案第５３号 平成２５年度須恵町一般会計補正予算（第３号） 

日程第１３ 議案第５４号 平成２５年度須恵町国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

日程第１４ 発議第 １号 「森林吸収源対策及び地球温暖化対策に関する地方の財源確保」の 

             ための意見書の提出について  

日程第１５ 陳 情 書  本会議場での国旗及び地方自治体旗の掲揚に関する陳情書 

日程第１６        糟屋郡篠栗町外一市五町財産組合議員の選挙 

日程第１７        委員会の閉会中の継続調査について 

日程第１８        議員の派遣について 

 
本日の会議に付した事件 

 

日程第 １ 議案第４２号 平成２４年度須恵町一般会計歳入歳出決算の認定について 

日程第 ２ 議案第４３号 平成２４年度須恵町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定に 
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ついて 

日程第 ３ 議案第４４号 平成２４年度須恵町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定に 

ついて 

日程第 ４ 議案第４５号 平成２４年度須恵町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定に 

ついて 

日程第 ５ 議案第４６号 平成２４年度須恵町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定に 

ついて 

日程第 ６ 議案第４７号 平成２４年度須恵町水道事業会計歳入歳出決算の認定について 

日程第 ７ 議案第４８号 須恵町税条例の一部を改正する条例 

日程第 ８ 議案第４９号 須恵町国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

日程第 ９ 議案第５０号 須恵町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例 

日程第１０ 議案第５１号 須恵町住民生活に光をそそぐ基金条例を廃止する条例の制定について 

日程第１１ 議案第５２号 須恵町監査委員の選任について 

日程第１２ 議案第５３号 平成２５年度須恵町一般会計補正予算（第３号） 

日程第１３ 議案第５４号 平成２５年度須恵町国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

日程第１４ 発議第 １号 「森林吸収源対策及び地球温暖化対策に関する地方の財源確保」の 

             ための意見書の提出について  

日程第１５ 陳 情 書  本会議場での国旗及び地方自治体旗の掲揚に関する陳情書 

日程第１６        糟屋郡篠栗町外一市五町財産組合議員の選挙 

日程第１７        委員会の閉会中の継続調査について 

日程第１８        議員の派遣について 

 

出席議員（１４名） 

 
１番 田ノ上  真        ２番 百 田 輝 子 

３番 松 山 力 弥       ５番 田 原 重 美 

６番 荒 木 敏 光       ７番 吉 本  實 

８番 合 屋 伸 好       ９番 今 村 桂 子 

１０番 三 上 政 義      １１番 柴 田 真 人 

１２番 長 澤 誠 司      １３番 藤 石  豊 

１４番 原 野 敏 彦      １５番 三   良 人 

 
欠席議員（なし）  
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事務局出席職員職氏名 

局 長 合 屋 栄 一    係 長 百 田 儀 幸  

 
説明のため出席した者の職氏名 

 
町 長・・・・・・・・・中 嶋 裕 史    副町長・・・・・・・・・稲 永 張 美 

教育長・・・・・・・・・平 松 秀 一    理  事（地域振興課）・・印 藤 勝 人 

理  事（図書館長）・・・今 泉 智 明    理  事（公民館長）・・・安 川 敏 幸     

総務課長・・・・・・・・今 泉 俊 裕    まちづくり課長・・・・・吉 松 良 徳 

住民課長・・・・・・・・合 屋 勝 秀    税務課長・・・・・・・・櫻 木 幹 夫 

健康福祉課長・・・・・・畑 江 達 也    都市整備課長・・・・・・安河内 久 人 

上下水道課長・・・・・・石 井 浩 二    子ども教育課長・・・・・稲 永 修 司     

社会教育課長・・・・・・川 津 政 文    出納課長・・・・・・・・大 塚 信 夫     

総務課参事・・・・・・・満 行  誠     監査委員・・・・・・・・百 田 清 二 
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午前10時00分開議 

○議長（三  良人）  おはようございます。 

 これから本日の会議を開きます。これより議事に入ります。 

 一括議題についてお諮りします。議案第４２号から議案第４７号はそれぞれ関連議案でありま

すので、一括議題とすることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、一括議題とすることに決定いたしました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１．議案第４２号 

日程第２．議案第４３号 

日程第３．議案第４４号 

日程第４．議案第４５号 

日程第５．議案第４６号 

日程第６．議案第４７号 

○議長（三  良人）  日程第１、議案第４２号平成２４年度須恵町一般会計歳入歳出決算の認定

について、日程第２、議案第４３号平成２４年度須恵町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認

定について、日程第３、議案第４４号平成２４年度須恵町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

の認定について、日程第４、議案第４５号平成２４年度須恵町公共下水道事業特別会計歳入歳出

決算の認定について、日程第５、議案第４６号平成２４年度須恵町農業集落排水事業特別会計歳

入歳出決算の認定について、日程第６、議案第４７号平成２４年度須恵町水道事業会計決算の認

定について、以上、６議案を一括議題とします。 

 決算審査特別委員長の報告を求めます。合屋委員長。 

○決算審査特別委員長（合屋 伸好）  おはようございます。 

 早速、決算審査特別委員会に付託されておりました議案第４２号平成２４年度須恵町一般会計

歳入歳出決算の認定についてから、議案第４７号平成２４年度水道事業会計決算の認定について

までの６議案について、一括して審査の内容と結果を報告いたします。 

 審査に際しましては、関係課より概要説明を聞くとともに提出資料をもとに、去る９月９日、

１０日、１１日の３日間にわたり審査を行いました。事項別明細と詳細の内容につきましては、

議長を除く議員１３名全員の構成による特別委員会であったことから、この説明を省略いたしま

す。 

 それでは各議案につき報告をいたします。 

 議案第４２号平成２４年度須恵町一般会計歳入歳出決算の認定についてでございます。別冊決
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算書の１０ページでございます。実質収支に関する調書です。 

 歳入総額８１億６５６万６,８２２円、対前年度比プラス２.２％に対し、歳出総額７９億

３,３４９万６,８３７円、対前年度比プラス２.７％で、歳入歳出差し引き額は１億７,３０６万

９,９８５円でありますが、繰越明許費繰越額が４１５万６,０００円あり、実質収支額は１億

６,８９１万３,９８５円と３年連続の黒字決算となっています。 

 また、実質収支額から前年度実質収支額を控除した単年度収支はマイナス３,８４２万

５２４円ですが、これに２億１,９０１万７,０００円の町有地売却収入等による財政調整積立金

等を加えた実質単年度収支額は、１億８,０５９万６,４７６円と黒字になっています。 

 質疑内容を一部抜粋いたします。防災無線の追加設置について、聞こえるエリアに設置するた

め行政区に１器ではないということ。システム改修業務委託料の３,４００万円について、今回

主に外国人住民票に係る約２,０００万円が要因であるということ。コミュニティバスについて

は、３年をめどにダイヤ等の改正を検討するということ。固定資産税の伸びについては、住宅の

新築が約６割の増加になったためということ。ほか自販機の件、校区コミュニティ補助金の件、

自殺対策の件、不用額の件、ポケットパークの件、観光費の案内看板設置の件等があっておりま

す。 

 以上、採決の結果、委員会は全員賛成で認定としています。 

 続きまして、議案４３号平成２４年度須恵町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定につい

てでございます。同決算書の１７８ページです。実質収支に関する調書です。 

 歳入総額３１億３,８２８万９,０９６円、対前年度比プラス６.６％に対し、歳出総額３１億

３,２０３万９,５４３円、対前年度比プラス６.５％です。歳入歳出差し引き額は６２４万

９,５５３円で、繰越金を除く実質収支額も同額となっております。 

 また、単年度収支は２９５万８,０６３円のプラスでございます。 

 質疑はジェネリックの件、レセプト点検の件、長寿の町にランクインした件などでございます。 

 以上、採決の結果、委員会は全員賛成で認定でございます。 

 続きまして、議案第４４号平成２４年度須恵町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定に

ついてです。同じく同決算書の２１２ページであります。実質収支に関する調書です。 

 歳入総額２億５,０３７万２,５４１円、対前年度比プラス８.８％に対し、歳出総額２億

３,８２２万１,１００円、対前年度比プラス７.８％です。歳入歳出差し引き額は１,２１５万

１,４４１円で、繰越金を除く実質収支額も同額となっております。 

 以上、採決の結果、委員会全員賛成で認定でございます。 

 議案第４５号平成２４年度須恵町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定についてです。

同決算書の２３０ページになっています。実質収支に関する調書です。 
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 歳入総額１０億３,９３０万６,６０１円、対前年度比プラス１２.７％に対し、歳出総額

１０億３,１８４万２,４７７円、対前年度比プラス１２.７％でございます。歳入歳出差し引き

額は７４６万４,１２４円で、繰越金８０万円を除く実質収支額は６６６万４,１２４円となって

おります。 

 採決の結果、委員会全員賛成で認定でございます。 

 議案第４６号平成２４年度須恵町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定についてです。

同決算書の２５２ページでございます。実質収支に関する調書です。 

 歳入総額８,０５７万６,０３４円、対前年度比マイナス１４.４％に対し、歳出総額

７,６９７万１,３３７円、対前年度比マイナス１５.５％でございます。歳入歳出差し引き額は

３６０万４,６９７円で、繰越金を除く実質収支額も同額となっております。 

 採決の結果、委員会全員賛成で認定をしております。 

 続きまして、議案第４７号平成２４年度須恵町水道事業会計歳入歳出決算の認定についてでご

ざいます。別冊になります。平成２４年度須恵町水道事業会計決算書の１、２ページをお願いい

たします。 

 収益的収入、第１款水道事業収益の総額は決算額５億８,１００万１,５４４円、対前年度比マ

イナス６％に対しまして、収益的支出、第１款水道事業費用の総額は決算額５億３,０１０万

４,３１５円、対前年度比マイナス３.５％で、収支差額はプラス５,０８９万７,２２９円となっ

ています。 

 なお、消費税別にいたしますと３,４９０万８,８３２円の黒字ということでございます。給水

人口１.２５％増に対し、総配水量は２.４％の減少となっております。 

 続きまして、３、４ページでございます。資本的収入は決算額３,４４８万９,３５０円、対前

年度比マイナス４１．０％に対しまして、資本的支出は決算額２億８６７万２,５１２円、対前

年度比マイナス２.３％になっております。 

 なお、資本的収入額が資本的支出額に不足する額１億７,４１８万３,１６２円は、損益勘定留

保資金で補痾されております。公共下水道に伴う水道管の整備は１６件行われております。収入

のマイナス４１％の大幅減は、主に石綿管改良工事事業の減に伴う補助及び起債等の減となって

います。 

 採決の結果、委員会全員賛成で認定をしています。 

 以上、議案第４２号から４７号までの決算の認定について、決算審査特別委員会の報告でござ

います。 

○議長（三  良人）  委員長の報告が終わりましたので、これより議案第４２号から議案第

４７号について質疑に入ります。質疑はありませんか。癩癩質疑なしと認めます。 
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 よって、これより議案第４２号について討論に入ります。討論はありませんか。癩癩討論なし

と認めます。 

 よって、議案第４２号について採決に入ります。本案に対する委員長の報告は認定とするもの

です。よって、議案第４２号は委員長報告のとおり認定することに御賛成の方は起立願います。 

〔起立多数〕 

○議長（三  良人）  起立多数であります。よって、議案第４２号平成２４年度須恵町一般会計

歳入歳出決算の認定については、認定することに決定しました。 

 議案第４３号について討論に入ります。討論はありませんか。癩癩討論なしと認めます。 

 よって、議案第４３号について採決に入ります。本案に対する委員長の報告は認定とするもの

です。よって、議案第４３号は委員長報告のとおり認定することに御賛成の方は起立願います。 

〔起立多数〕 

○議長（三  良人）  起立多数であります。よって、議案第４３号平成２４年度須恵町国民健康

保険特別会計歳入歳出決算の認定については、認定することに決定しました。 

 議案第４４号について討論に入ります。討論はありませんか。癩癩討論なしと認めます。 

 よって、議案第４４号について採決に入ります。本案に対する委員長の報告は認定とするもの

です。よって、議案第４４号は委員長報告のとおり認定することに御賛成の方は起立願います。 

〔起立多数〕 

○議長（三  良人）  起立多数であります。よって、議案第４４号平成２４年度須恵町後期高齢

者医療特別会計歳入歳出決算の認定については、認定することに決定しました。 

 議案第４５号について討論に入ります。討論はありませんか。癩癩討論なしと認めます。 

 よって、議案第４５号について採決に入ります。本案に対する委員長の報告は認定とするもの

です。よって、議案第４５号は委員長報告のとおり認定することに御賛成の方は起立願います。 

〔起立多数〕 

○議長（三  良人）  起立多数であります。よって、議案第４５号平成２４年度須恵町公共下水

道事業特別会計歳入歳出決算の認定については、認定することに決定しました。 

 議案第４６号について討論に入ります。討論はありませんか。癩癩討論なしと認めます。 

 よって、議案第４６号について採決に入ります。本案に対する委員長の報告は認定とするもの

です。よって、議案第４６号は委員長報告のとおり認定することに御賛成の方は起立願います。 

〔起立多数〕 

○議長（三  良人）  起立多数であります。よって、議案第４６号平成２４年度須恵町農業集落

排水事業特別会計歳入歳出決算の認定については、認定することに決定しました。 

 議案第４７号について討論に入ります。討論はありませんか。癩癩討論なしと認めます。 
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 よって、議案第４７号について採決に入ります。本案に対する委員長の報告は認定とするもの

です。よって、議案第４７号は委員長報告のとおり認定することに御賛成の方は起立願います。 

〔起立多数〕 

○議長（三  良人）  起立多数であります。よって議案第４７号平成２４年度須恵町水道事業会

計決算の認定については、認定することに決定しました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第７．議案第４８号 

○議長（三  良人）  日程第７、議案第４８号須恵町税条例の一部を改正する条例についてを議

題とします。総務建設産業委員長の報告を求めます。合屋委員長。 

○総務建設産業委員長（合屋 伸好）  それでは、議案第４８号須恵町税条例の一部を改正する条

例につきまして、総務建設産業委員会の報告でございます。 

 議案書は７ページから３０ページとなっておりますけども、別紙の要約を配付いただいており

ますので、そちらをお願いいたします。３ページつづりのものでございます。 

 まず資料１でございますが、個人住民税の公的年金からの特別徴収制度の見直しでございます。

下の表のように、４、６、８月分の仮徴収額を２分の１にすることにより、徴収額を平準化する

というものでございます。 

 続きまして、２ページ目、資料２でございますが、金融証券に係る税制において、分離してお

りました利子と配当を合算して申告することで、税制の整備を図るというものでございます。 

 続きまして、３ページでございます。３枚目です。非課税投資総額を、表のとおり現行最大

３００万円から５００万円に改正をしております。 

 以上、地方税法のこの３改正に伴いまして、当該町の条例を一部、議案書１２ページから

３０ページのとおり変更及び追加削除をするというものでございます。 

 質疑討論はあっておりません。委員会は全員賛成で可決でございます。 

○議長（三  良人）  委員長の報告が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はあり

ませんか。癩癩質疑なしと認めます。 

 よって、これより討論に入ります。討論はありませんか。癩癩討論なしと認めます。 

 よって、議案第４８号について採決に入ります。本案に対する委員長の報告は可決です。よっ

て、議案第４８号は委員長報告のとおり決定することに御賛成の方は起立願います。 

〔起立多数〕 

○議長（三  良人）  起立多数であります。よって、議案第４８号須恵町税条例の一部を改正す

る条例については、委員長報告のとおり可決されました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 
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日程第８．議案第４９号 

○議長（三  良人）  日程第８、議案第４９号須恵町国民健康保険税条例の一部を改正する条例

についてを議題とします。文教厚生委員長の報告を求めます。今村委員長。 

○文教厚生委員長（今村 桂子）  議案第４９号須恵町国民健康保険税条例の一部を改正する条例

について、文教厚生委員会の審査報告をいたします。 

 議案書３１ページをお願いします。今回の改正は地方税法の一部を改正する法律が公布され、

同法による改正のうち、一部のものについて地方税法施行令の一部を改正する政令、及び、地方

税法施行規則の一部を改正する省令がそれぞれ公布されたため、当該条例の一部を改正する必要

が生じた附則の改正です。 

 ３４ページ、新旧対照表をお願いします。附則第３項においては、上場株式等に係る配当所得

等の分離課税について、特定公社債等の利子所得が対象に追加されたことに伴い、配当所得を配

当所得等に改められています。 

 附則第６項においては、株式等に係る譲渡所得等の分離課税を、一般株式等に係る譲渡所得等

の分離課税と、上場株式等に係る譲渡所得等の分離課税に改則されたことに伴い、一般株式等に

係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例の規定として整備されています。 

 ３５ページの改正前の附則第７項、８項、次のページの９項、１１項、及び３９ページの

１６項については、法令では国民健康保険税について独立した規定がおかれていないこと、単に

課税標準の計算の細目を定めるものであることから、条例の性格を踏まえ削除するものとなって

います。 

 ３５ページの改正後の附則第７項は、第６項において株式等に係る譲渡所得等の分離課税を、

一般株式等と上場株式等に改則されたことにより、上場株式等に係る譲渡所得等の分離課税につ

いて、整備されたことに伴う規定の新設となっています。 

 ３６ページの附則８項は第１０項の規定の繰り上げ、３７ページの附則第９項は第１２項の規

定の繰り上げ、附則第１０項は第１３項の規定の繰り上げ、３８ページの附則第１１項は１４項

の規定を繰り上げ、条約適用配当等に係る分離課税について、特定公社債の利子所得等が対象に

追加されたことに伴い、配当所得を利子所得、配当所得、及び雑所得に改められており、附則第

１２項は１５項の規定を繰り上げるものとなっています。 

 ３３ページに戻っていただきまして、附則第１条、この条例は平成２９年１月１日から施行す

る。第２条、改正後の須恵町国民健康保険税条例の規定は、平成２９年度以降の年度分の国民健

康保険税について適用し、平成２８年度分までの国民健康保険税についてはなお従前の例による。 

 文教厚生委員会全員賛成で可決としております。 

○議長（三  良人）  委員長の報告が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はあり
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ませんか。癩癩質疑なしと認めます。 

 よって、これより討論に入ります。討論はありませんか。癩癩討論なしと認めます。 

 よって、議案第４９号について採決に入ります。本案に対する委員長の報告は可決です。よっ

て、議案第４９号は委員長報告のとおり決定することに御賛成の方は起立願います。 

〔起立多数〕 

○議長（三  良人）  起立多数であります。よって、議案第４９号須恵町国民健康保険税条例の

一部を改正する条例については、委員長報告のとおり可決されました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第９．議案第５０号 

○議長（三  良人）  日程第９、議案第５０号須恵町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正

する条例についてを議題とします。文教厚生委員長の報告を求めます。今村委員長。 

○文教厚生委員長（今村 桂子）  議案第５０号須恵町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正

する条例について、文教厚生委員会の審査報告をいたします。 

 議案書４０ページをお願いします。今回の改正は地方税法の一部を改正する法律が、平成

２５年３月３０日に公布されたため当該条例の一部を改正する必要が生じ、須恵町税条例に係る

延滞金の例に準じた附則の改正となっています。 

 ４２ページ新旧対照表をお願いします。附則第３条は、延滞金の割合の特例の改正で、納期限

後１カ月以内の割合の特例措置を、改正後では特例基準割合の定義を改め、延滞金の割合を特例

基準割合に年１％を加算した割合に改め、納期限後１カ月を過ぎた後の割合について、特例基準

割合に年７.３％を加算した割合を追加する内容となっています。 

 附則第１条で、この条例は平成２６年１月１日から施行する。第２条、改正後の附則第３条の

規定は、延滞金のうち平成２６年１月１日以降の期間に対応するものについて適用し、同日前の

期間に対応するものについては、なお従前の例による。 

 文教厚生委員会全員賛成で可決としております。 

○議長（三  良人）  委員長の報告が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はあり

ませんか。癩癩質疑なしと認めます。 

 よって、これより討論に入ります。討論はありませんか。癩癩討論なしと認めます。 

 よって、議案第５０号について採決に入ります。本案に対する委員長の報告は可決です。よっ

て、議案第５０号は委員長報告のとおり決定することに御賛成の方は起立願います。 

〔起立多数〕 

○議長（三  良人）  起立多数であります。よって、議案第５０号須恵町後期高齢者医療に関す

る条例の一部を改正する条例については、委員長報告のとおり可決されました。 
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癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１０．議案第５１号 

○議長（三  良人）  日程第１０、議案第５１号須恵町住民生活に光をそそぐ基金条例を廃止す

る条例の制定についてを議題とします。文教厚生委員長の報告を求めます。今村委員長。 

○文教厚生委員長（今村 桂子）  議案第５１号須恵町住民生活に光をそそぐ基金条例を廃止する

条例の制定について、文教厚生委員会の審査報告をいたします。 

 議案書４３ページをお願いします。須恵町住民生活に光をそそぐ基金条例は、平成２２年

１０月８日の閣議決定を受け、緊急総合経済対策の趣旨に沿って、住民生活にとって大事な分野

でありながら、十分でなかった分野であるＤＶ対策や、自殺予防などの弱者支援や自立支援事業

の強化を行うため、交付金を受け入れるための基金条例を設置し、基金の管理関係を条例化して

いたものです。 

 その基金を利用して、２３年度、２４年度の２年間、障がい児放課後対策事業に係る経費や、

ＤＶ対策、自殺予防事業の強化経費に充て実施しましたが、平成２５年３月３１日限りで条例の

効力が失効したため廃止をするものです。附則としてこの条例は公布の日から施行する。 

 質疑として基金条例廃止後のＤＶ対策、自殺予防対策、障がい児放課後対策事業の実施と、経

費の出どころについての質問があり、これらの事業については町の一般財源で継続して行うとの

ことでした。 

 文教厚生委員会全員賛成で可決としております。 

○議長（三  良人）  委員長の報告が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はあり

ませんか。癩癩質疑なしと認めます。 

 よって、これより討論に入ります。討論はありませんか。癩癩討論なしと認めます。 

 よって、議案第５１号について採決に入ります。本案に対する委員長の報告は可決です。よっ

て、議案第５１号は委員長報告のとおり決定することに御賛成の方は起立願います。 

〔起立多数〕 

○議長（三  良人）  起立多数であります。よって、議案第５１号須恵町住民生活に光をそそぐ

基金条例を廃止する条例の制定については、委員長報告のとおり可決されました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１１．議案第５２号 

○議長（三  良人）  日程第１１、議案第５２号須恵町監査委員の選任についてを議題とします。

まず、総務建設産業委員長の報告を求めます。合屋委員長。 

○総務建設産業委員長（合屋 伸好）  議案第５２号須恵町監査委員の選任について、総務建設産

業委員会の報告でございます。 
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 議案書４４ページでございます。住所、糟屋郡須恵町大字佐谷３８７番地２、氏名、百田清二、

生年月日、昭和２６年１月９日。 

 任期は平成２５年１２月２２日から２９年１２月２１日までの４年間となっております。経歴

は次ページのとおりとなっています。 

 地方自治法第３条第１９６項の規定に基づき、任期満了に伴い再任の同意を求めるものでござ

います。質疑はございません。 

 委員会は全員賛成で同意でございます。 

○議長（三  良人）  次に、文教厚生委員長の報告を求めます。今村委員長。 

○文教厚生委員長（今村 桂子）  文教厚生委員会も全員賛成で同意としております。 

○議長（三  良人）  各委員長の報告が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はあ

りませんか。癩癩質疑なしと認めます。お諮りします。本件は人事案件でありますので、討論を

省略し採決に入りたいと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  異議なしと認めます。 

 よって、議案第５２号について採決に入ります。本案に対する各委員長の報告は賛成です。よ

って、議案第５２号は各委員長報告のとおり決定することに御賛成の方は起立願います。 

〔起立多数〕 

○議長（三  良人）  起立多数であります。よって、議案第５２号須恵町監査委員の選任につい

ては、各委員長報告のとおり同意することに決定しました。 

 ここで百田監査委員に、ただいま議会は、貴殿を須恵町監査委員に選任同意いたしましたので

報告いたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１２．議案第５３号 

○議長（三  良人）  日程第１２、議案第５３号平成２５年度須恵町一般会計補正予算（第

３号）を議題とします。予算審査特別委員長の報告を求めます。合屋委員長。 

○予算審査特別委員長（合屋 伸好）  議案第５３号平成２５年度須恵町一般会計補正予算（第

３号）について、予算審査特別委員会の報告でございます。 

 別紙の平成２５年度歳入歳出補正予算の１ページでございます。平成２５年度須恵町一般会計

補正予算（第３号）は次に定めるところによる。 

 第１条、歳入歳出の総額に、歳入歳出それぞれ６,７７７万６,０００円を追加し、歳入歳出予

算の合計をそれぞれ７９億２,１７２万円とする。２項歳入歳出予算補正の款項の区分及び当該

区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第１表歳入歳出予算補正による。 



- 81 - 

 第２条、地方債の廃止は、第２表地方債補正による。 

 第３条、債務負担行為の追加は、第３表債務負担行為補正による。 

 ４ページでございます。地方債補正でございます。交通安全対策事業債４４０万円の廃止でご

ざいます。歳入２０款町債及び歳出８款土木費で補正をしております。 

 続きまして、次ページ、５ページでございます。債務負担行為補正でございます。粕屋南部消

防組合負担金平成２４年度借入債償還分、平成２５年から２９年までの５年間分８７万円の追加

となっています。 

 それでは、事項別明細により説明をいたします。６ページからでございますが、歳入です。

８款地方特例交付金は確定による追加計上。９款地方交付税は不足分のバランス調整。１３款国

庫支出金は交通安全施設事業の決定による減額。１４款県支出金は、主に私立保育園の処遇改善

に対する人件費の補助でございます。１８款繰越金は平成２４年度分実質収支額の繰り入れとな

っています。１９款雑収入は各返納金と災害補償金。続いて２０款町債は交通安全対策事業の決

定による減額となっています。 

 歳出につきましては、主なものを抜粋いたします。 

 １０ページをお願いいたします。３款民生費は、社会福祉協議会事務局長の交代に伴う減額と、

介護予防対策費の返納金の増額となっております。 

 １２ページです。３款民生費は歳入１４款の私立保育園の処遇改善に対する人件費の補助２年

分でございます。補助率は１００％でございます。 

 １４ページです。６款農林水産費は農区申請分水路改良費になっております。８款土木費では

交通安全施設事業の決定による国庫支出金及び町債の減額です。 

 １６ページです。消防費では粕屋南部消防組合出張所用地買収費が計上をされております。以

下、１０款においては主に人件費の増額補正というふうになっております。 

 質疑でございますが、社会福祉協議会費人件費の件、保健センター冷凍冷蔵庫の件、農業水路

補修整備の件、保育士と処遇改善臨時特例事業費補助金の件、図書館の３町合同電算システムの

件などとなっております。 

 以上、委員会は全員賛成で可決でございます。 

○議長（三  良人）  委員長の報告が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はあり

ませんか。癩癩質疑なしと認めます。 

 よって、これより討論に入ります。討論はありませんか。癩癩討論なしと認めます。 

 よって、議案第５３号について採決に入ります。本案に対する委員長の報告は可決です。よっ

て、議案第５３号は委員長報告のとおり決定することに御賛成の方は起立願います。 

〔起立多数〕 
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○議長（三  良人）  起立多数であります。よって、議案第５３号平成２５年度須恵町一般会計

補正予算（第３号）は、委員長報告のとおり可決されました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１３．議案第５４号 

○議長（三  良人）  日程第１３、議案第５４号平成２５年度須恵町国民健康保険特別会計補正

予算（第１号）を議題といたします。文教厚生委員長の報告を求めます。今村委員長。 

○文教厚生委員長（今村 桂子）  議案第５４号平成２５年度須恵町国民健康保険特別会計補正予

算（第１号）について文教厚生委員会の審査報告をします。 

 別冊補正予算書２２ページをお願いします。 

 今回の補正は歳入歳出予算の総額からそれぞれ４７２万５,０００円を追加し、歳入歳出予算

の総額をそれぞれ３２億８,４７６万１,０００円とするものです。 

 歳入の補正は２５、２６ページ、３款１項療養給付費等負担金、２項財政調整交付金、６款

２項県の財政調整交付金は、歳出の後期高齢者支援金納付金と介護納付金の確定により、国、県

の補助率による減額補正です。 

 ３款２項国の財政調整交付金の普通調整交付金は、特定軽減世帯の延長に対するシステム改修

委託金が全額、補助対象として補正されています。 

 ５款１項前期高齢者納付金、支払基金からの確定通知による減額補正です。 

 ９款繰越金は前年度の繰越金が確定していますので今回補正されています。 

 歳出では２７、２８ページ、１款１項一般管理費委託料は特定継続世帯の延長に対する電算シ

ステムの委託料の補正です。３款後期高齢者支援金と４款前期高齢者納付金と３０ページの６款

介護納付金が確定したことによる増額補正です。 

 ９款１項国庫支出金等還付金は２４年度の実績により、退職者医療の療養給付費負担金の超過

分と特定健診の国・県補助金の前年度の精算金として５０３万３,０００円が返還金として補正

されています。 

 １０款予備費は、収支の調整により補正計上されています。 

 文教厚生委員会、全員賛成で可決としております。 

○議長（三  良人）  委員長の報告が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はあり

ませんか。癩癩質疑なしと認めます。 

 よって、これより討論に入ります。討論はありませんか。癩癩討論なしと認めます。よって、

議案第５４号について採決に入ります。本案に対する委員長の報告は可決です。 

 よって、議案第５４号は委員長報告のとおり決定することに御賛成の方は起立願います。 

〔起立多数〕 
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○議長（三  良人）  起立多数であります。よって、議案第５４号平成２５年度須恵町国民健康

保険特別会計補正予算（第１号）は委員長報告のとおり可決されました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１４．発議第１号 

○議長（三  良人）  日程第１４、発議第１号森林吸収源対策及び地球温暖化対策に関する地方

の財源確保のための意見書の提出についてを議題とします。 

 まず、総務建設産業委員長の報告を求めます。合屋委員長。 

○総務建設産業委員長（合屋 伸好）  それでは、発議第１号森林吸収源対策及び地球温暖化対策

に関する地方の財源確保のための意見書提出について、総務建設産業委員会の報告でございます。 

 提出議員、松山力弥議員、賛成議員、荒木敏光議員、意見書の提出先、内閣総理大臣ほか５大

臣と衆参議長になっております。 

 提案理由は当初、松山議員より説明があり、また記載のとおりでございます。同発議は平成

２４年第３回定例会におきまして、全国森林環境税創設促進議員連盟より提出されていたものを

当議会は全員賛成により採択し、全国５８５市町村が意見書を提出しておりました。 

 しかしながら、平成２５年度税制改正大綱におきまして、消費税法と改正法第７条の規定に基

づき、早急に総合的な検討を行うという表現にとどまり、制度創設にはいま一歩のところで実現

には至ってないというものでございます。 

 今回タイミングを計り、再度、提出されたものでございます。委員会は全員賛成で可決でござ

います。 

○議長（三  良人）  次に、文教厚生委員長の報告を求めます。今村委員長。 

○文教厚生委員長（今村 桂子）  文教厚生委員会も全員賛成で可決としております。 

○議長（三  良人）  各委員長の報告が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はあ

りませんか。癩癩質疑なしと認めます。 

 よって、これより討論に入ります。討論はありませんか。癩癩討論なしと認めます。よって、

本意見書について採決に入ります。本意見書に対する各委員長の報告は可決です。よって、本意

見書は委員長報告のとおり決定することに御賛成の方は起立願います。 

〔起立多数〕 

○議長（三  良人）  起立多数であります。よって、森林吸収源対策及び地球温暖化対策に関す

る地方の財源確保のための意見書の提出については委員長報告のとおり可決されました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１５．陳情書 

○議長（三  良人）  日程第１５、本会議場での国旗及び地方自治体旗の掲揚に関する陳情書を
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議題とします。 

 まず、総務建設産業委員長の報告を求めます。合屋委員長。 

○総務建設産業委員長（合屋 伸好）  失礼しました。陳情でございます。本会議場での国旗及び

地方自治体旗の掲揚に関する陳情書について、総務建設産業委員会の報告です。 

 提出者、福岡市博多区千代４の３０の２の４階、日本会議理事長山本泰苻氏でございます。 

 国旗及び地方自治体旗はそれぞれの象徴であり、掲揚は常識であるとされております。 

 また、福岡県市町村議会の状況を鑑みた上、採決の結果、委員会は全員賛成で採択をしており

ます。以上です。 

○議長（三  良人）  次に、文教厚生委員長の報告を求めます。今村委員長。 

○文教厚生委員長（今村 桂子）  文教厚生委員会も全員賛成で採択としております。 

○議長（三  良人）  各委員長の報告が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はあ

りませんか。癩癩質疑なしと認めます。 

 よって、これより討論に入ります。討論はありませんか。癩癩討論なしと認めます。 

 よって、本陳情について採決に入ります。本陳情に対する各委員長の報告は採択です。よって、

本陳情を採択することに御賛成の方は起立願います。 

〔起立多数〕 

○議長（三  良人）  起立多数であります。よって、本会議場での国旗及び地方自治体旗の掲揚

に関する陳情書は採択することに決定しました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１６．糟屋郡篠栗町外一市五町財産組合議員の選挙 

○議長（三  良人）  日程第１６、糟屋郡篠栗町外一市五町財産組合議員の選挙を行います。 

 お諮りします。選挙の方法については地方自治法第１１８条第２項の規定により指名推選によ

りたいと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、選挙の方法は指名推選によることに決定

しました。 

 お諮りします。被選挙人の指名の方法は、議長において指名することにしたいと思いますが御

異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、議長において指名することに決しました。

本件については、選出母体を議会から１名と決定しておりましたので、三上政義議員を指名しま

す。 
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 お諮りします。ただいま議長において指名しました三上政義議員を糟屋郡篠栗町外一市五町財

産組合議会議員の当選人とすることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、三上政義議員を糟屋郡篠栗町外一市五町

財産組合議会議員の当選人と決定しました。 

 三上政義議員に会議規則第３２条の第２項の規定により、告知します。 

 ここで、三上政義議員に当選の御挨拶をお願いします。 

○議員（１０番 三上 政義）  ありがとうございました。めでたくですね、無投票当選をさせて

いただきました。ありがとうございました。皆様方の御協力、御指導を得ながらですね、あの財

産組合の今後のさらなる発展のためにですね、努力をしてまいります。どうぞよろしくお願いい

たします。（拍手） 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１７．委員会の閉会中の継続調査について 

○議長（三  良人）  日程第１７、委員会の閉会中の継続調査についてを議題とします。 

 各委員長より会議規則第７０条の規定により、次のとおり、閉会中の継続調査の申し出があっ

ております。 

 議会運営委員会より議会運営について、広報特別委員会より議会広報の編集について、 総務

建設産業委員会より町公共施設老朽化調査について、文教厚生委員会より文教施設訪問について、

委員長申し出のとおり閉会中の継続調査とすることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、それぞれの申し出のとおり、閉会中の継

続調査にすることに決定しました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１８．議員の派遣について 

○議長（三  良人）  日程第１８、議員の派遣についてを議題とします。 

 お諮りします。議員派遣についてはお手元に配りましたとおり、派遣することにしたいと思い

ますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、議員派遣についてはお手元に配りました

とおり、派遣することに決定しました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（三  良人）  以上で、９月議会の全日程を終了しました。 
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 本会議終了後、広報特別委員会を開催しますので、委員の方は第３委員会室に御集合願います。 

 会議を閉じます。平成２５年第３回須恵町議会定例会を閉会します。 

午前10時58分閉会 

癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘 

 


